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ＪＡＳＳＯ海外留学支援制度（協定派遣）奨学金の受給資格・要件   

(参照)  海外留学支援制度（協定派遣）の奨学金  支援対象学生の資格・要件 

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/scholarship_a/haken/index.html 

      次の(1)～(8)に掲げる資格及び要件を全て満たす者とします。 

 

(1)日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者 

(2)学生交流に関する協定等に基づき、派遣先大学等が受入を許可する者 

(3)「在籍大学等において経済的理由により自費のみでの派遣プログラムへの参加が困難な者」として認められ

る者 

(4)派遣プログラム参加にあたり、必要な査証を確実に取得し得る者 

(5)派遣プログラム終了後、在籍大学等に戻り学業を継続し、在籍大学等の学位を取得する者又は卒業する者 

(6)在籍大学等における学業成績が優秀で人物等に優れている者 

(7)本制度以外の派遣プログラム参加のための奨学金等を受ける場合、当該奨学金等の支給月額の合計額が、本

制度による奨学金月額を超えない者 

(8)外務省の「海外安全ホームページ」上の「レベル 2：不要不急の渡航は止めてください。」以上に該当する地

域以外に派遣される者 

※本制度以外の奨学金等を受ける場合、奨学金等支給団体側が本制度の奨学金との併給を認めない場合があり

ますので、予め当該団体に確認してください。 

※日本学生支援機構が実施する貸与型奨学金「第一種奨学金・第二種奨学金」（貸与型）との併給は可能です。 

※日本学生支援機構が実施する「国内の給付奨学金」、「海外留学支援制度（大学院学位取得型）」との併給は認

められません。 

※「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 新・日本代表プログラム～」との併給は認められませ

ん。 

 

［参考：成績評価係数の算出方法］ 

 JASSO の定める成績評価係数（3 点満点の GPA、不可も計算に含める)は、本学の成績証明書に掲載している

もの （4 点満点の GPA、不可を含めない）と異なります。 

 各自で必ず【前年度１年間の成績を基に】JASSO の定める成績評価係数を算出してください。 

 JASSO の定める成績評価係数の算出方法 （小数点第 3 位を四捨五入）   

＜例＞ ｛（"秀"の単位数×３）＋（"優"の単位数×３）＋（"良"の単位数×２）＋（"可"の単位数×１）＋ 

（不可 の単位数×０）｝÷総登録単位数   

※合否で判定する科目は含まない。  

※申請時に学域１年次の場合は、①前期の成績が出ていたら前期の成績で計算し、②前期の成績が出て 

いない場合は計算不要です。  

                       

★一定の家計基準を満たしている場合「渡航支援金」が支給されます。 

家計基準 生計維持者全員の収入・所得金額の合計が次の金額である学生が対象。 

給与所得者の場合 年間収入金額（税込み）が 300 万円以下 

給与所得者以外の所得を含む場合  年間所得金額（必要経費控除後）200 万円以下 


